
 

 

議案第４１号 

 

   山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成２８年２月２２日提出 

 

                  山陽小野田市長 白 井 博 文   

 

山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 山陽小野田市手数料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９０号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第１項及び第３項中「別表第１８」を「別表第１９」に改める。 

別表第１５の１の項中｢長期優良住宅建築等計画認定申請手数料｣の次に｢(新

築住宅)｣を、「長期優良住宅建築等計画の認定」の次に「（新築住宅）」を加

え、同項備考１中「備考２」を「以下この表」に、「２の項備考」を「以下こ

の表」に改め、同項備考３中「別表第１３」を「別表第１４」に改め、同表の

２の項中「長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料」の次に「（新築住宅）」

を、「長期優良住宅建築等計画の変更認定」の次に「（新築住宅）」を、「長

期優良住宅建築等計画認定申請手数料」の次に「（新築住宅）」を加え、同項

備考２中「別表第１３」を「別表第１４」に改め、同表に次のように加える。 

３ 長期優良住

宅建築等計

画認定申請

手数料（既

存住宅） 

法第５条の規定に基

づく長期優良住宅建

築等計画の認定（既

存住宅） 

 

ア 一戸建ての建築物（専ら人の居住の

用に供するものに限る。以下この項に

おいて同じ。） 

１件につき    ７３，０００円 

イ 一戸建ての建築物以外の建築物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル以下のもの     



 

 

７３，０００円 

１００平方メートルを超え５００ 

平方メートル以下のもの                         

１７１，０００円  

５００平方メートルを超えるもの     

２７３，０００円 

備考 

１ 「登録住宅性能評価機関」が作成した当該申請に係る「適

合証」の添付がある場合の手数料の金額は、一戸建ての建

築物にあっては６４，０００円を、一戸建ての建築物以外

の建築物にあっては次の各号に掲げる床面積の合計の区

分に応じ、当該各号に定める額を、それぞれ前記の手数料

の金額から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの ６４，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平方メートル以下

のもの １５３，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの ２４１，０００円 

２ 法第６条第２項の規定による申出をする場合の手数料

の金額は、別表第１４の１の項に規定する建築物等確認申

請手数料の金額に相当する額を、前記の手数料の金額に加

算した金額とする。 

３ 同一の建築物について同時に２以上の申請が行われる

場合の手数料の金額は、前記の手数料の金額を申請に係る

建築物の戸数の合計数で除し、これに申請に係る戸数をそ

れぞれ乗じて得た金額（その金額に１００円未満の端数が

あるときは、これを１００円に切り上げるものとする。）

とする。 

４ 長期優良住

宅建築等計

法第８条の規定に基

づく長期優良住宅建

ア 住宅の構造又は設備に変更が生ず

るもの 



 

 

画変更認定

申請手数料

（既存住

宅） 

築等計画の変更認定

（既存住宅） 

１件につき 

１の項の備考３及び４の規定を適用

しないものとして計算した場合におけ

る長期優良住宅建築等計画認定申請手

数料（既存住宅）の金額の２分の１を乗

じて得た額 

イ 住宅の構造及び設備に変更が生じ

ないもの 

１件につき 

１戸      １０，０００円 

２戸以上５戸以下のもの 

１８，０００円 

６戸以上１０戸以下のもの 

２９，０００円 

備考 

１ 住宅の構造及び設備に変更が生じない場合であって、適

合証が添付されている場合の手数料の金額は、次の各号に

掲げる変更に係る戸数の区分に応じ、当該各号に定める額

を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) １戸 ５，０００円 

(2) ２戸以上５戸以下のもの ９，０００円 

(3) ６戸以上１０戸以下のもの １３，０００円 

２ 法第８条第２項において準用する法第６条第２項の規

定による申出をする場合の手数料の金額は、別表第１４の

１の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当

する額を、前記の手数料の金額に加算した金額とする。 

３ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料（既存住宅）に

関する部分の備考３は、この場合に準用する。 

別表第１６の１の項備考４中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を



 

 

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改める。 

別表第１８を別表第１９とし、別表第１７の次に次の１表を加える。 

別表第１８（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。

以下この表において「法」という。）に関する事務  

 名 称 事 務 金 額 

１ 建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

認定申請

手数料 

法第３０条の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の認定 

 

 

１件につき 

ア 非住宅建築物又は複合建築

物のうち非住宅部分（建築物

エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済

産業省令・国土交通省令第１

号。以下この表において「省

令」という。）第８条第１号

イ（２）及びロ（２）に規定

する基準（以下この表におい

て「モデル建物法基準」とい

う。）に適合するもの。）  

 床面積の合計 

３００平方メートル未満の

もの   ９８，０００円 

３００平方メートル以上

５００平方メートル未満の 

もの  １７０，０００円 

イ 非住宅建築物又は複合建築

物のうち非住宅部分（省令第

８条第１号イ（１）及びロ（１）

に規定する基準（以下この表

において「標準入力法等基準」

という。）に適合するもの。）  



 

 

 床面積の合計 

３００平方メートル未満の

もの  １７３，０００円 

３００平方メートル以上

５００平方メートル未満の

もの  ３００，０００円 

ウ 一戸建ての住宅 

床面積の合計 

２００平方メートル未満

のもの  ３９，０００円  

２００平方メートル以上

のもの  ４３，０００円  

エ 共同住宅等又は複合建築物

のうち住戸の部分 

申請に係る戸数 

４戸以下のもの 

２３７，０００円  

５戸以上１５戸以下のも        

の   ２６９，０００円 

備考 

１ 共同住宅等の建築物全体及び住戸の部分について申請

する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等の全体の戸数

に応じエに定める額とする。 

２ 複合建築物の建築物全体について又は複合建築物の建

築物全体及び住戸の部分について又は複合建築物の建築

物全体及び非住宅部分について又は複合建築物の建築物

全体、住戸の部分及び非住宅部分について又は複合建築物

の住戸の部分及び非住宅部分について申請する場合の手

数料の金額は、非住宅部分の基準及び床面積に応じてア又

はイに定める額と住戸の部分の戸数に応じてエに定める



 

 

額を合算した額とする。 

３ アに係る申請書に、エネルギーの使用の合理化等に関す

る法律第７６条第１項の登録建築物調査機関（以下この表

において「登録建築物調査機関」という。）の登録を受け

ているものが作成した当該申請に係る法第３０条第１項

各号(法第３１条第２項において準用する場合を含む。)

に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この

表において「非住宅誘導基準適合証」という。)の添付が

ある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額か

ら減じた金額とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの ８８，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メートル未満の

もの １４３，０００円 

４ イに係る申請書に、非住宅誘導基準適合証の添付がある

場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減

じた金額とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの １６３，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メートル未満の

もの ２７３，０００円 

５ ウに係る申請書に、登録建築物調査機関又は住宅の品質

確保の促進等に関する法律第５条第１項の登録住宅性能

評価機関（以下この表において「登録住宅性能評価機関」

という。）の登録を受けているものが作成した、法第３０

条第１項各号(法第３１条第２項において準用する場合を

含む。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以

下この表において「住宅誘導基準適合証」という。)又は

市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額

は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に



 

 

定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) ２００平方メートル未満のもの ３４，０００円 

(2) ２００平方メートル以上のもの ３８，０００円 

６ エに係る申請書（１の場合に係るものを含む。）に、住

宅誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付があ

る場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区

分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額か

ら減じた金額とする。 

(1) ４戸以下のもの ２２７，０００円 

(2) ５戸以上１５戸以下のもの ２４９，０００円 

７ ２の場合に係る申請書に、登録建築物調査機関の登録を

受けているものかつ登録住宅性能評価機関の登録を受け

ているものが作成した当該申請に係る法第３０条第１項

各号(法第３１条第２項において準用する場合を含む。)

に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この

表において「複合誘導基準適合証」という。)の添付があ

る場合のア、イ及びエの手数料の金額は、それぞれの区分

に応じ３、４及び６に準ずる。  

８ 法第３０条第２項の規定による申出をする場合の手数

料の金額は、別表第１４の１の項に規定する建築物等確認

申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に

加算した金額とする。 

２ 建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

変更認定

申請手数

料 

法第３１条の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更認定 

１件につき 

ア 非住宅建築物又は複合建築

物のうち非住宅部分（モデル

建物法基準に適合するもの。） 

床面積の合計 

３００平方メートル未満の

もの   ５０，０００円 

３００平方メートル以上



 

 

５００平方メートル未満

のもの  ８６，０００円  

イ 非住宅建築物又は複合建築

物のうち非住宅部分（標準入

力法等基準に適合するもの。） 

床面積の合計 

３００平方メートル未満

のもの  ８７，０００円  

３００平方メートル以上

５００平方メートル未満

のもの １５１，０００円  

ウ 一戸建ての住宅 

床面積の合計 

２００平方メートル未満の

もの   ２１，０００円 

２００平方メートル以上

のもの  ２３，０００円  

エ 共同住宅等又は複合建築物

のうち住戸の部分 

申請に係る戸数 

４戸以下のもの 

１１９，０００円  

５戸以上１５戸以下のも

の   １３５，０００円  

備考 

１ 共同住宅等の建築物全体及び住戸の部分について申請

する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等の全体の戸数

に応じエに定める額とする。 

２ 複合建築物の建築物全体について又は複合建築物の建

築物全体及び住戸の部分について又は複合建築物の建築



 

 

物全体及び非住宅部分について又は複合建築物の建築物

全体、住戸の部分及び非住宅部分について又は複合建築物

の住戸の部分及び非住宅部分について申請する場合の手

数料の金額は、非住宅部分の基準及び床面積に応じてア又

はイに定める額と住戸の部分の戸数に応じてエに定める

額を合算した額とする。 

３ アに係る申請書に、非住宅誘導基準適合証の添付がある

場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減

じた金額とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの ４５，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メートル未満の

もの ７２，０００円 

４ イに係る申請書に、非住宅誘導基準適合証の添付がある

場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減

じた金額とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの ８２，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メートル未満の

もの １３７，０００円 

５ ウに係る申請書に、住宅誘導基準適合証又は市長が別に

定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前

記の手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) ２００平方メートル未満のもの １８，０００円 

(2) ２００平方メートル以上のもの ２０，０００円 

６ エに係る申請書（１の場合に係るものを含む。）に、住

宅誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付があ

る場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区

分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額か



 

 

ら減じた金額とする。 

(1) ４戸以下のもの １１４，０００円 

(2) ５戸以上１５戸以下のもの １２５，０００円 

７ ２の場合に係る申請書に、複合誘導基準適合証の添付が

ある場合のア、イ及びエの手数料の金額は、それぞれの区

分に応じ３、４及び６に準ずる。 

８ 法第３１条第２項において準用する法第３０条第２項

の規定による申出をする場合の手数料の金額は、別表第１

４の１の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に

相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 

３ 建築物エ

ネルギー

消費性能

に係る認

定申請手

数料 

法第３６条の規定に基づ

く建築物エネルギー消費

性能に係る認定 

 

 

１件につき 

ア 非住宅建築物（省令第１条

第１項第１号ロに規定する基

準に適合するもの。）  

床面積の合計 

３００平方メートル未満

のもの  ９８，０００円  

３００平方メートル以上

５００平方メートル未満

のもの １７０，０００円  

イ 非住宅建築物（省令第１条

第１項第１号イに規定する基

準に適合するもの。） 

床面積の合計 

３００平方メートル未満

のもの １７３，０００円  

３００平方メートル以上

５００平方メートル未満

のもの ３００，０００円  

ウ 一戸建ての住宅 



 

 

床面積の合計 

２００平方メートル未満

のもの  ３９，０００円  

２００平方メートル以上

のもの  ４３，０００円  

エ 共同住宅等 

申請に係る戸数 

４戸以下のもの 

２３７，０００円  

５戸以上１５戸以下のもの  

    ２６９，０００円  

備考 

１ 複合建築物について申請する場合の手数料の金額は、非

住宅部分の基準及び床面積に応じてア又はイに定める額

と住戸の部分の戸数に応じてエに定める額を合算した額

とする。 

２ アに係る申請書に、登録建築物調査機関の登録を受けて

いるものが作成した当該申請に係る法第２条第３号に掲

げる基準に適合していることを証する書類(以下この表に

おいて「非住宅基準適合証」という。) 又は市長が別に定

める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記

の手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの ８８，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メートル未満の

もの １４３，０００円 

３ イに係る申請書に、非住宅基準適合証又は市長が別に定

める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記

の手数料の金額から減じた金額とする。 



 

 

(1) ３００平方メートル未満のもの １６３，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メートル未満の

もの ２７３，０００円 

４ ウに係る申請書に、登録建築物調査機関又は登録住宅性

能評価機関の登録を受けているものが作成した当該申請

に係る法第２条第３号に掲げる基準に適合していること

を証する書類(以下この項において「住宅基準適合証」と

いう。)又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手

数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金

額とする。 

(1) ２００平方メートル未満のもの ３４，０００円 

(2) ２００平方メートル以上のもの ３８，０００円 

５ エに係る申請書に、住宅基準適合証又は市長が別に定め

る書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申

請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記

の手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) ４戸以下のもの ２２７，０００円 

(2) ５戸以上１５戸以下のもの ２４９，０００円 

６ １の場合に係る申請書に、登録建築物調査機関の登録を

受けているものかつ登録住宅性能評価機関の登録を受け

ているものが作成した当該申請に係る法第２条第３号に

掲げる基準に適合していることを証する書類又は市長が

別に定める書類の添付がある場合のア、イ及びエの手数料

の金額は、それぞれの区分に応じ２、３及び５に準ずる。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議案第４１号参考資料 

山陽小野田市手数料徴収条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（手数料の名称等） （手数料の名称等） 

第２条 市が徴収する手数料の名称、事務及び金額は、別表

第１から別表第３まで、別表第５、別表第７及び別表第８

並びに別表第１０から別表第１９までに定めるとおりとす

る。 

第２条 市が徴収する手数料の名称、事務及び金額は、別表

第１から別表第３まで、別表第５、別表第７及び別表第８

並びに別表第１０から別表第１８までに定めるとおりとす

る。 

２ （略） ２ （略） 

３ 手数料は、別表第１から別表第３まで、別表第５、別表

第７及び別表第８並びに別表第１０から別表第１９までに

定めがあるもののほか、１申請又は１請求を１件としてこ

れを徴収する。 

３ 手数料は、別表第１から別表第３まで、別表第５、別表

第７及び別表第８並びに別表第１０から別表第１８までに

定めがあるもののほか、１申請又は１請求を１件としてこ

れを徴収する。 

  

別表第１５（第２条関係） 別表第１５（第２条関係） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律

第８７号。以下この表において「法」という。）に関する

事務 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律

第８７号。以下この表において「法」という。）に関する

事務 

 



- 2 - 

 名称 事務 金額 

１ 長期優良住

宅建築等計

画認定申請

手数料（新築

住宅） 

法第５条の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の認定

（新築住

宅） 

ア 一戸建ての建築物（専ら人

の居住の用に供するものに限

る。以下この項において同

じ。） 

１件につき ４８，０００円 

イ 一戸建ての建築物以外の建

築物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル以下の

もの   ４８，０００円 

１００平方メートルを超え

５００平方メートル以下の

もの  １１４，０００円 

５００平方メートルを超え

るもの １８３，０００円 

備考 

１ 住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成１１年法律第８１号）第５条第１

項の登録住宅性能評価機関の登録を受け

ているもの（以下この表において「登録

住宅性能評価機関」という。）が作成し

た当該申請に係る長期優良住宅建築等計

画が法第６条１項各号（第３号を除く。）

 名称 事務 金額 

１ 長期優良住

宅建築等計

画認定申請

手数料 

法第５条の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の認定 

ア 一戸建ての建築物（専ら人

の居住の用に供するものに限

る。以下この項において同

じ。） 

１件につき ４８，０００円 

イ 一戸建ての建築物以外の建

築物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル以下の

もの   ４８，０００円 

１００平方メートルを超え

５００平方メートル以下の

もの  １１４，０００円 

５００平方メートルを超え

るもの １８３，０００円 

備考 

１ 住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成１１年法律第８１号）第５条第１

項の登録住宅性能評価機関の登録を受け

ているもの（備考２において「登録住宅

性能評価機関」という。）が作成した当

該申請に係る長期優良住宅建築等計画が

法第６条１項各号（第３号を除く。）に
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に掲げる基準に適合していることを証す

る書類（以下この表において「適合証」

という。）の添付がある場合の手数料の

金額は、一戸建ての建築物にあっては

４２，０００円を、一戸建ての建築物以

外の建築物にあっては次の各号に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、当該各号に

定める額を、それぞれ前記の手数料の金

額から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの   

４２，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの 

１０２，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの 

１６１，０００円 

２ 登録住宅性能評価機関が作成した当該

申請に係る長期優良住宅建築等計画が評

価方法基準（平成１３年国土交通省告示

第１３４７号）第５に示される１―１耐

震等級（構造躯
く

体の倒壊等防止）の等級

２以上（ただし、限界耐力計算による場

合を除く。）、３―１劣化対策等級（構

造躯体等）の等級３、４―１維持管理対

掲げる基準に適合していることを証する

書類（２の項備考において「適合証」と

いう。）の添付がある場合の手数料の金

額は、一戸建ての建築物にあっては

４２，０００円を、一戸建ての建築物以

外の建築物にあっては次の各号に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、当該各号に

定める額を、それぞれ前記の手数料の金

額から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの      

４２，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの 

１０２，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの 

１６１，０００円 

２ 登録住宅性能評価機関が作成した当該

申請に係る長期優良住宅建築等計画が評

価方法基準（平成１３年国土交通省告示

第１３４７号）第５に示される１―１耐

震等級（構造躯
く

体の倒壊等防止）の等級

２以上（ただし、限界耐力計算による場

合を除く。）、３―１劣化対策等級（構

造躯体等）の等級３、４―１維持管理対
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策等級（専用配管）の等級３、５―１断

熱等性能等級の等級４を、一戸建ての建

築物以外の建築物にあっては、併せて、

４―２維持管理対策等級（共用配管）の

等級３、４―３更新対策（共用排水管）

の等級３、４―４更新対策（住戸専用部）

に定められた躯体天井高２，６５０ミリ

メートル以上、９―２高齢者等配慮対策

等級（共用部分）の等級３以上の性能を

有することを証する書類の添付がある場

合の手数料の金額は、一戸建ての建築物

にあっては３３，０００円を、一戸建て

の建築物以外の建築物にあっては次の各

号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

当該各号に定める額を、それぞれ前記の

手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの   

３３，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの  

５７，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの  

９２，０００円 

３ 法第６条第２項の規定による申出をす

る場合の手数料の金額は、別表第１４の

策等級（専用配管）の等級３、５―１断

熱等性能等級の等級４を、一戸建ての建

築物以外の建築物にあっては、併せて、

４―２維持管理対策等級（共用配管）の

等級３、４―３更新対策（共用排水管）

の等級３、４―４更新対策（住戸専用部）

に定められた躯体天井高２，６５０ミリ

メートル以上、９―２高齢者等配慮対策

等級（共用部分）の等級３以上の性能を

有することを証する書類の添付がある場

合の手数料の金額は、一戸建ての建築物

にあっては３３，０００円を、一戸建て

の建築物以外の建築物にあっては次の各

号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

当該各号に定める額を、それぞれ前記の

手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの   

３３，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの  

５７，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの  

９２，０００円 

３ 法第６条第２項の規定による申出をす

る場合の手数料の金額は、別表第１３の
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１の項に規定する建築物等確認申請手数

料の金額に相当する額を、前記の手数料

の金額に加算した金額とする。 

４ 同一の建築物について同時に２以上の

申請が行われる場合の手数料の金額は、

前記の手数料の金額を申請に係る建築物

の戸数の合計数で除し、これに申請に係

る戸数をそれぞれ乗じて得た金額（その

金額に１００円未満の端数があるとき

は、これを１００円に切り上げるものと

する。）とする。 

２ 長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料

（新築住宅） 

法第８条の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認定（新築

住宅） 

ア 住宅の構造又は設備に変更

が生ずるもの 

１件につき 

１の項の備考３及び４の規定

を適用しないものとして計算し

た場合における長期優良住宅建

築等計画認定申請手数料（新築

住宅）の金額の２分の１を乗じ

て得た額 

イ 住宅の構造及び設備に変更

が生じないもの 

１件につき 

１戸    ７，０００円 

２戸以上５戸以下のもの  

１の項に規定する建築物等確認申請手数

料の金額に相当する額を、前記の手数料

の金額に加算した金額とする。 

４ 同一の建築物について同時に２以上の

申請が行われる場合の手数料の金額は、

前記の手数料の金額を申請に係る建築物

の戸数の合計数で除し、これに申請に係

る戸数をそれぞれ乗じて得た金額（その

金額に１００円未満の端数があるとき

は、これを１００円に切り上げるものと

する。）とする。 

２ 長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料 

法第８条の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認定 

ア 住宅の構造又は設備に変更

が生ずるもの 

１件につき 

１の項の備考３及び４の規定

を適用しないものとして計算し

た場合における長期優良住宅建

築等計画認定申請手数料の金額

の２分の１を乗じて得た額 

 

イ 住宅の構造及び設備に変更

が生じないもの 

１件につき 

１戸    ７，０００円 

２戸以上５戸以下のもの  
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１２，０００円 

６戸以上１０戸以下のもの   

１９，０００円 

備考 

１ 住宅の構造及び設備に変更が生じない

場合であって、適合証が添付されている

場合の手数料の金額は、次の各号に掲げ

る変更に係る戸数の区分に応じ、当該各

号に定める額を、それぞれ前記の手数料

の金額から減じた金額とする。 

(1) １戸 ４，０００円 

(2) ２戸以上５戸以下のもの  

６，０００円 

(3) ６戸以上１０戸以下のもの  

８，０００円 

２ 法第８条第２項において準用する法第

６条第２項の規定による申出をする場合

の手数料の金額は、別表第１４の１の項

に規定する建築物等確認申請手数料の金

額に相当する額を、前記の手数料の金額

に加算した金額とする。 

３ １の項の備考４は、この場合に準用す

る。 

１２，０００円 

６戸以上１０戸以下のもの   

１９，０００円 

備考 

１ 住宅の構造及び設備に変更が生じない

場合であって、適合証が添付されている

場合の手数料の金額は、次の各号に掲げ

る変更に係る戸数の区分に応じ、当該各

号に定める額を、それぞれ前記の手数料

の金額から減じた金額とする。 

(1) １戸 ４，０００円 

(2) ２戸以上５戸以下のもの  

６，０００円 

(3) ６戸以上１０戸以下のもの  

８，０００円 

２ 法第８条第２項において準用する法第

６条第２項の規定による申出をする場合

の手数料の金額は、別表第１３の１の項

に規定する建築物等確認申請手数料の金

額に相当する額を、前記の手数料の金額

に加算した金額とする。 

３ １の項の備考４は、この場合に準用す

る。 
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３ 長期優良住

宅建築等計

画認定申請

手数料（既存

住宅） 

法第５条の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の認定

（既存住

宅） 

 

ア 一戸建ての建築物（専ら人

の居住の用に供するものに限

る。以下この項において同

じ。） 

１件につき ７３，０００円 

イ 一戸建ての建築物以外の建

築物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル以下の

もの  ７３，０００円 

１００平方メートルを超え

５００平方メートル以下の

もの  １７１，０００円 

５００平方メートルを超え

るもの ２７３，０００円 

備考 

１ 「登録住宅性能評価機関」が作成した

当該申請に係る「適合証」の添付がある

場合の手数料の金額は、一戸建ての建築

物にあっては６４，０００円を、一戸建

ての建築物以外の建築物にあっては次の
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各号に掲げる床面積の合計の区分に応

じ、当該各号に定める額を、それぞれ前

記の手数料の金額から減じた金額とす

る。 

(1) １００平方メートル以下のもの  

６４，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平

方メートル以下のもの  

１５３，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの 

２４１，０００円 

２ 法第６条第２項の規定による申出をす

る場合の手数料の金額は、別表第１４の

１の項に規定する建築物等確認申請手数

料の金額に相当する額を、前記の手数料

の金額に加算した金額とする。 

３ 同一の建築物について同時に２以上の

申請が行われる場合の手数料の金額は、

前記の手数料の金額を申請に係る建築物

の戸数の合計数で除し、これに申請に係

る戸数をそれぞれ乗じて得た金額（その

金額に１００円未満の端数があるとき

は、これを１００円に切り上げるものと

する。）とする。 
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４ 長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料

（既存住宅） 

法第８条の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認定（既存

工事） 

ア 住宅の構造又は設備に変更

が生ずるもの 

１件につき 

１の項の備考３及び４の規定

を適用しないものとして計算し

た場合における長期優良住宅建

築等計画認定申請手数料（既存

工事）の金額の２分の１を乗じ

て得た額 

イ 住宅の構造及び設備に変更

が生じないもの 

１件につき 

１戸   １０，０００円 

２戸以上５戸以下のもの  

１８，０００円 

６戸以上１０戸以下のもの   

２９，０００円 

備考 

１ 住宅の構造及び設備に変更が生じない

場合であって、適合証が添付されている

場合の手数料の金額は、次の各号に掲げ

る変更に係る戸数の区分に応じ、当該各

号に定める額を、それぞれ前記の手数料

の金額から減じた金額とする。 

(1) １戸        ５，０００円 
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別表第１６（第２条関係） 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号。以下この表において「法」という。）に関する事

務 

 名称 事務 金額 

１ （略） （略） （略） 

備考 

１～３ （略） 

４ アに係る申請書に、建築基準法第７７

条の２１第１項の指定確認検査機関（エ

ネルギーの使用の合理化等に関する法

律（昭和５４年法律第４９号）第７６条

(2) ２戸以上５戸以下のもの     

９，０００円 

(3) ６戸以上１０戸以下のもの     

１３，０００円 

２ 法第８条第２項において準用する法第

６条第２項の規定による申出をする場合

の手数料の金額は、別表第１４の１の項

に規定する建築物等確認申請手数料の金

額に相当する額を、前記の手数料の金額

に加算した金額とする。 

３ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数

料（既存住宅）に関する部分の備考３は、

この場合に準用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第１６（第２条関係） 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号。以下この表において「法」という。）に関する事

務 

 名称 事務 金額 

１ （略） （略） （略） 

備考 

１～３ （略） 

４ アに係る申請書に、建築基準法第７７

条の２１第１項の指定確認検査機関（エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律

（昭和５４年法律第４９号）第７６条第
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第１項の登録建築物調査機関又は住宅

の品質確保の促進等に関する法律第５

条第１項の登録住宅性能評価機関の登

録を受けているものに限る。）が作成し

た当該申請に係る低炭素建築物新築等

計画が法第５４条第１項各号（法第５５

条第２項において準用する場合を含

む。）に掲げる基準に適合していること

を証する書類（以下この備考において

「適合証」という。）の添付がある場合

の手数料の金額は、４２，０００円を前

記の手数料の金額から減じた金額とす

る。 

５～８ （略） 

（略） （略） （略） 

 
 
 

別表第１８（第２条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 

２７年法律第５３号。以下この表において「法」という。）

に関する事務 

 名称 事務 金額 

１ 建築物

エネル

ギー消

費性能

法第３０条

の規定に基

づく建築物

エネルギー

１件につき 

ア 非住宅建築物又は複合建築物の

うち非住宅部分（建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省令

１項の登録建築物調査機関又は住宅の

品質確保の促進等に関する法律第５条

第１項の登録住宅性能評価機関の登録

を受けているものに限る。）が作成した

当該申請に係る低炭素建築物新築等計

画が法第５４条第１項各号（法第５５条

第２項において準用する場合を含む。）

に掲げる基準に適合していることを証

する書類（以下この備考において「適合

証」という。）の添付がある場合の手数

料の金額は、４２，０００円を前記の手

数料の金額から減じた金額とする。 

 

５～８ （略） 

（略） （略） （略） 
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向上計

画認定

申請手

数料 

消費性能向

上計画の認

定 

 

 

（平成２８年経済産業省令・国土

交通省令第１号。以下この表にお

いて「省令」という。）第８条第

１号イ（２）及びロ（２）に規定

する基準（以下この表において「モ

デル建物法基準」という。）に適

合するもの。） 

 床面積の合計 

３００平方メートル未満のもの     

９８，０００円 

３００平方メートル以上５００

平方メートル未満のもの                                 

１７０，０００円 

イ 非住宅建築物又は複合建築物の

うち非住宅部分（省令第８条第１

号イ（１）及びロ（１）に規定す

る基準（以下この表において「標

準入力法等基準」という。）に適

合するもの。） 

 床面積の合計 

３００平方メートル未満のもの     

１７３，０００円 

３００平方メートル以上５００

平方メートル未満のもの      

３００，０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 13 - 

ウ 一戸建ての住宅 

床面積の合計 

２００平方メートル未満のもの     

３９，０００円 

２００平方メートル以上のもの     

４３，０００円 

エ 共同住宅等又は複合建築物のう

ち住戸の部分 

申請に係る戸数 

４戸以下のもの 

２３７，０００円 

５戸以上１５戸以下のもの 

２６９，０００円 

備考 

１ 共同住宅等の建築物全体及び住戸の部分につ

いて申請する場合の手数料の金額は、当該共同

住宅等の全体の戸数に応じエに定める額とす

る。 

２ 複合建築物の建築物全体について又は複合建

築物の建築物全体及び住戸の部分について又は

複合建築物の建築物全体及び非住宅部分につい

て又は複合建築物の建築物全体、住戸の部分及

び非住宅部分について又は複合建築物の住戸の

部分及び非住宅部分について申請する場合の手

数料の金額は、非住宅部分の基準及び床面積に
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応じてア又はイに定める額と住戸の部分の戸数

に応じてエに定める額を合算した額とする。 

３ アに係る申請書に、エネルギーの使用の合理

化等に関する法律第７６条第１項の登録建築物

調査機関（以下この表において「登録建築物調

査機関」という。）の登録を受けているものが

作成した当該申請に係る法第３０条第１項各号

(法第３１条第２項において準用する場合を含

む。)に掲げる基準に適合していることを証する

書類(以下この表において「非住宅誘導基準適合

証」という。)の添付がある場合の手数料の金額

は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から

減じた金額とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの 

８８，０００円

(2) ３００平方メートル以上５００平方メート 

ル未満のもの      １４３，０００円 

４ イに係る申請書に、非住宅誘導基準適合証の

添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額を前記の手数料の金額から減じた金額とす

る。 

(1) ３００平方メートル未満のもの 

１６３，０００円 
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(2) ３００平方メートル以上５００平方メート 

ル未満のもの      ２７３，０００円 

５ ウに係る申請書に、登録建築物調査機関又は

住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第

１項の登録住宅性能評価機関（以下この表にお

いて「登録住宅性能評価機関」という。）の登

録を受けているものが作成した、法第３０条第

１項各号(法第３１条第２項において準用する

場合を含む。)に掲げる基準に適合していること

を証する書類(以下この表において「住宅誘導基

準適合証」という。)又は市長が別に定める書類

の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める額を前記の手数料の金額から減じた金額と

する。 

(1) ２００平方メートル未満のもの 

３４，０００円 

(2) ２００平方メートル以上のもの 

３８，０００円 

６ エに係る申請書（１の場合に係るものを含

む。）に、住宅誘導基準適合証又は市長が別に定

める書類の添付がある場合の手数料の金額は、

次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減

じた金額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 16 - 

(1) ４戸以下のもの    ２２７，０００円 

(2) ５戸以上１５戸以下のもの 

２４９，０００円 

７ ２の場合に係る申請書に、登録建築物調査機

関の登録を受けているものかつ登録住宅性能評

価機関の登録を受けているものが作成した当該

申請に係る法第３０条第１項各号(法第３１条

第２項において準用する場合を含む。)に掲げる

基準に適合していることを証する書類(以下こ

の表において「複合誘導基準適合証」という。)

の添付がある場合のア、イ及びエの手数料の金

額は、それぞれの区分に応じ３、４及び６に準

ずる。 

８ 法第３０条第２項の規定による申出をする場

合の手数料の金額は、別表第１４の１の項に規

定する建築物等確認申請手数料の金額に相当す

る額を前記の手数料の金額に加算した金額とす

る。 

２ 建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

法第３１条

の規定に基

づく建築物

エネルギー

消費性能向

上計画の変

更認定 

１件につき 

ア 非住宅建築物又は複合建築物の

うち非住宅部分（モデル建物法基

準に適合するもの。） 

床面積の合計 

３００平方メートル未満のもの      

５０，０００円 
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請手数

料 

３００平方メートル以上５００

平方メートル未満のもの     

８６，０００円 

イ 非住宅建築物又は複合建築物の

うち非住宅部分（標準入力法等基

準に適合するもの。） 

床面積の合計 

３００平方メートル未満のもの 

８７，０００円 

３００平方メートル以上５００

平方メートル未満のもの 

１５１，０００円 

ウ 一戸建ての住宅 

 床面積の合計 

２００平方メートル未満のもの

２１，０００円 

２００平方メートル以上のもの

２３，０００円 

エ 共同住宅等又は複合建築物のう

ち住戸の部分 

申請に係る戸数 

４戸以下のもの 

１１９，０００円 

５戸以上１５戸以下のもの 

１３５，０００円 
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備考 

１ 共同住宅等の建築物全体及び住戸の部分につ

いて申請する場合の手数料の金額は、当該共同

住宅等の全体の戸数に応じエに定める額とす

る。 

２ 複合建築物の建築物全体について又は複合建

築物の建築物全体及び住戸の部分について又は

複合建築物の建築物全体及び非住宅部分につい

て又は複合建築物の建築物全体、住戸の部分及

び非住宅部分について又は複合建築物の住戸の

部分及び非住宅部分について申請する場合の手

数料の金額は、非住宅部分の基準及び床面積に

応じてア又はイに定める額と住戸の部分の戸数

に応じてエに定める額を合算した額とする。 

３ アに係る申請書に、非住宅誘導基準適合証の

添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額を前記の手数料の金額から減じた金額とす

る。 

(1) ３００平方メートル未満のもの 

４５，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メート 

ル未満のもの       ７２，０００円 

４ イに係る申請書に、非住宅誘導基準適合証の

添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる
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床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額を前記の手数料の金額から減じた金額とす

る。 

(1) ３００平方メートル未満のもの 

８２，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メート 

ル未満のもの      １３７，０００円 

５ ウに係る申請書に、住宅誘導基準適合証又は

市長が別に定める書類の添付がある場合の手数

料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の

金額から減じた金額とする。 

(1) ２００平方メートル未満のもの 

１８，０００円 

(2) ２００平方メートル以上のもの 

２０，０００円 

６ エに係る申請書（１の場合に係るものを含

む。）に、住宅誘導基準適合証又は市長が別に定

める書類の添付がある場合の手数料の金額は、

次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減

じた金額とする。 

(1) ４戸以下のもの    １１４，０００円 

(2) ５戸以上１５戸以下のもの 

１２５，０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 20 - 

７ ２の場合に係る申請書に、複合誘導基準適合

証の添付がある場合のア、イ及びエの手数料の

金額は、それぞれの区分に応じ３、４及び６に

準ずる。 

８ 法第３１条第２項において準用する法第３０

条第２項の規定による申出をする場合の手数料

の金額は、別表第１４の１の項に規定する建築

物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記

の手数料の金額に加算した金額とする。 

３ 建築物

エネル

ギー消

費性能

に係る

認定申

請手数

料 

法第３６条

の規定に基

づく建築物

エネルギー

消費性能に

係る認定 

 

１件につき 

ア 非住宅建築物（省令第１条第１

項第１号ロに規定する基準に適合

するもの。） 

床面積の合計 

３００平方メートル未満のもの 

９８，０００円 

３００平方メートル以上５００

平方メートル未満のもの 

１７０，０００円 

イ 非住宅建築物（省令第１条第１

項第１号イに規定する基準に適合

するもの。） 

床面積の合計 

３００平方メートル未満のもの

１７３，０００円 
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３００平方メートル以上５００

平方メートル未満のもの 

３００，０００円 

ウ 一戸建ての住宅 

床面積の合計 

２００平方メートル未満のもの

３９，０００円 

２００平方メートル以上のもの

４３，０００円 

エ 共同住宅等 

申請に係る戸数 

４戸以下のもの 

２３７，０００円 

５戸以上１５戸以下のもの 

２６９，０００円 

備考 

１ 複合建築物について申請する場合の手数料の

金額は、非住宅部分の基準及び床面積に応じて

ア又はイに定める額と住戸の部分の戸数に応じ

てエに定める額を合算した額とする。 

２ アに係る申請書に、登録建築物調査機関の登

録を受けているものが作成した当該申請に係る

法第２条第３号に掲げる基準に適合しているこ

とを証する書類(以下この表において「非住宅基

準適合証」という。) 又は市長が別に定める書
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類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める額を前記の手数料の金額から減じた金額

とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの 

８８，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メート 

ル未満のもの      １４３，０００円 

３ イに係る申請書に、非住宅基準適合証又は市

長が別に定める書類の添付がある場合の手数料

の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金

額から減じた金額とする。 

(1) ３００平方メートル未満のもの 

１６３，０００円 

(2) ３００平方メートル以上５００平方メート 

ル未満のもの       ２７３，０００円 

４ ウに係る申請書に、登録建築物調査機関又は

登録住宅性能評価機関の登録を受けているもの

が作成した当該申請に係る法第２条第３号に掲

げる基準に適合していることを証する書類(以

下この項において「住宅基準適合証」という。)

又は市長が別に定める書類の添付がある場合の

手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数
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料の金額から減じた金額とする。 

(1) ２００平方メートル未満のもの 

３４，０００円 

(2) ２００平方メートル以上のもの 

３８，０００円 

５ エに係る申請書に、住宅基準適合証又は市長

が別に定める書類の添付がある場合の手数料の

金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応

じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金

額から減じた金額とする。 

(1) ４戸以下のもの    ２２７，０００円 

(2) ５戸以上１５戸以下のもの 

２４９，０００円 

６ １の場合に係る申請書に、登録建築物調査機

関の登録を受けているものかつ登録住宅性能評

価機関の登録を受けているものが作成した当該

申請に係る法第２条第３号に掲げる基準に適合

していることを証する書類又は市長が別に定め

る書類の添付がある場合のア、イ及びエの手数

料の金額は、それぞれの区分に応じ２、３及び

５に準ずる。 

 
 

別表第１９ （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第１８ （略） 


